
0034406

上下水道局　 下水道課

０ ９ ８ ６ －２ ３ －５ ９ ２ １ （ 直通）

契 約 案 件 名

案 件 の 概 要

下水道Ｇ Ｉ Ｓ の運用保守業務を委託するも の

予 定 金 額 １ ， ０ ６ ７ ， ０ ０ ０ 円

宮崎市広島二丁目１ ０ 番２ ０ 号

株式会社パスコ 宮崎支店

地方公営企業法施行令第２ １ 条の１ ３ 第１ 項第２ 号該当

　 上記事業者は、 現在運用し ている下水道Ｇ Ｉ Ｓ （ 以下「 システム」 と

いう 。 ） の開発、 導入及び設定を行っ た事業者である。  

　 本業務の履行に当たっ ては、 システムの安定的な稼動を維持するため

に、 システムに関する専門的な知識を有するこ と 及び設定内容を十分に

理解し ている必要があるこ と から 、 システムの開発、 導入及び設定を

行っ た事業者でなければ、 適切かつ確実な履行が期待できない。  

　 以上の理由により 、 上記事業者と 随意契約するも のである。

契 約 締 結 日 令和６ 年４ 月１ 日

契 約 金 額 １ ， ０ ６ ７ ， ０ ０ ０ 円

担 当 課

契約の相手方

契約の相手方

の 選 定 理 由

[ 所 在 地 ]

[ 名 称 ]

[ 部 課 等 名 ]

[ 電 話 番 号 ]

１６番 号

様式第77号（ 第161条関係）

公共管渠Ｒ ６ 第１ 号　 下水道台帳システム保守業務委託

令和６ 年度　 随意契約理由書

１



0034622

上下水道局　 水道課

０ ９ ８ ６ －２ ３ －４ ８ １ ０ （ 直通）

契 約 案 件 名

案 件 の 概 要

　 都城水道事業給水区域内に布設し てある水道管の漏水調査を行う 業務

を委託するも の

予 定 金 額 ２ ０ ， ０ ９ ４ ， ８ ０ ０ 円

都城市下川東三丁目３ ２ ３ ８ 番地２

都城管工事協同組合

地方公営企業法施行令第２ １ 条の１ ３ 第１ 項第２ 号該当

　 水道管の漏水調査は、 特殊な業務であり 、 市内において調査に必要な

機器及び技術者を 有する事業者は、 上記組合のみである。

　 現在、 同組合と は、 給配水管等修繕単価契約も 締結し ているこ と によ

り 、 本件の契約と 組み合わせるこ と で、 漏水発見から 漏水修繕業務まで

と いう 、 貴重な水資源の確保のための漏水防止体制が構築できる。 　

　 以上の理由により 、 上記組合と 随意契約するも のである。

契 約 締 結 日 令和６ 年４ 月１ 日

契 約 金 額 １ ９ ， ８ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円

担 当 課

契約の相手方

契約の相手方

の 選 定 理 由

[ 所 在 地 ]

[ 名 称 ]

[ 部 課 等 名 ]

[ 電 話 番 号 ]

１４９番 号

様式第77号（ 第161条関係）

配水R6第1号　 漏水調査業務委託

令和６ 年度　 随意契約理由書

２



0034621

上下水道局　 水道課

０ ９ ８ ６ －２ ３ －４ ８ １ ０ （ 直通）

契 約 案 件 名

案 件 の 概 要

　 配水管に設置し てある消火栓又はド レン等を操作し て、 配水管外に放

水するこ と により 、 管内の洗浄を行う 業務を 委託するも の

予 定 金 額 ３ ２ ， ２ ７ ９ ， ５ ０ ０ 円

都城市下川東三丁目３ ２ ３ ８ 番地２

都城管工事協同組合

地方公営企業法施行令第２ １ 条の１ ３ 第１ 項第２ 号該当

  本業務の履行に当たっ て、 消火栓又はド レン等の操作に精通し てお

り 、 日中における通常洗管業務については、 毎日朝の打ち合わせ、 緊急

的なルート 変更への対応、 夜間洗管については、 市内の道路網、 道路状

況、 周辺環境を理解し た従事者を有する事が求めら れる。

　 その点、 当該事業者は、 複数の地元業者で構成さ れているため、 洗管

業務はも と より 、 管網・ 消火栓等の位置・ 水系に精通し ているだけでな

く 、 一年を 通じ て日中・ 夜間共に人員を確保でき、 修繕業務も 委託し て

いるため洗管業務中の不足の事態に対し て緊急な連絡や修繕体制にも 迅

速に対応可能である。

　 以上の理由により 、 洗管業務を安全、 円滑、 かつ確実な履行が可能で

ある市内の事業者は上記業者のみであるため、 同事業者と 随意契約する

も のである。

契 約 締 結 日 令和６ 年４ 月１ 日

契 約 金 額 ３ ０ ， ０ ３ ０ ， ０ ０ ０ 円

担 当 課

契約の相手方

契約の相手方

の 選 定 理 由

[ 所 在 地 ]

[ 名 称 ]

[ 部 課 等 名 ]

[ 電 話 番 号 ]

１４６番 号

様式第77号（ 第161条関係）

配水R6第２ 号　 洗管業務委託

令和６ 年度　 随意契約理由書

３



0034626

上下水道局　 総務課

０ ９ ８ ６ －２ ３ －４ ８ １ ０ （ 直通）

契 約 案 件 名

案 件 の 概 要

　 上下水道料金システムが正常に稼働し なく なっ た時の復旧作業、 運用

上の諸問題に対する質疑応答等の支援業務を 委託するも の

予 定 金 額 １ ， ７ １ ３ ， ８ ０ ０ 円

宮崎市広島二丁目５ 番１ ６ 号　 興亜宮崎ビル５ Ｆ

株式会社南日本情報処理センタ ー　 宮崎支社

地方公営企業法施行令第２ １ 条の１ ３ 第１ 項第２ 号該当

　 現在運用し ている上下水道料金システム（ 以下「 料金システム」 と い

う 。 ） は、 上記事業者によっ て構築さ れたも のである。

　 料金システム及び付帯設備を含めた復旧作業、 運用上の諸問題に対す

る質疑応答等の支援業務を実施するためには、 料金システムの専門的知

識及び経験が必要であり 、 構築内容を熟知し ているこ と が不可欠であ

る。

　 こ の点、 上記事業者は、 料金システム設置時の施工事業者であり 料金

システムについて熟知し ている。

　 仮に、 本業務を他の事業者が請け負っ た場合、 確実な履行及び動作保

証が受けら れず、 目的を達成できないおそれがある。

　 以上の理由により 、 上記事業者と 随意契約を行う も のである。

契 約 締 結 日 令和６ 年４ 月１ 日

契 約 金 額 １ ， ７ １ ３ ， ８ ０ ０ 円

担 当 課

契約の相手方

契約の相手方

の 選 定 理 由

[ 所 在 地 ]

[ 名 称 ]

[ 部 課 等 名 ]

[ 電 話 番 号 ]

１５０番 号

様式第77号（ 第161条関係）

業務Ｒ ６ 第１ 号　 上下水道料金システム運用支援業務委託

令和６ 年度　 随意契約理由書

４



0034614

上下水道局　 水道課

０ ９ ８ ６ －２ ３ －４ ８ １ ０ （ 直通）

契 約 案 件 名

案 件 の 概 要

　 配水管、 給水管の新設管や布設替え及び水道番号等の変更を 行っ た部

分を 上下水道局地図情報に更新する為の委託業務である。

予 定 金 額 １ ， ７ ７ １ ， ０ ０ ０ 円

宮崎市広島二丁目１ ０ 番２ ０ 号

株式会社パスコ 　 宮崎支店

地方公営企業法施行令第２ １ 条の１ ３ 第１ 項第２ 号該当

　 上下水道局地図情報システムは、 上記事業者が納入し た製品である。

同システムを使用し 、 水道管路等を更新さ せるには、 データ 更新のサ

ポート ・ データ ベースの検証・ ソ フ ト ウェ アの保守が必要であり 、 こ の

システムの専門知識や技術を有すると と も に、 設定内容を十分理解し て

いる事が必要不可欠になる。

　 仮に、 こ の業務を納入し た業者以外が行っ た場合、 データ の連携や誤

作動等の不具合が生じ たと き の責任が不明確になり 、 原因究明や障害の

復旧に支障が生じ る恐れが高く なる。 こ の様な事から 、 本件業務は上記

業者に委託し て行わせるのが最も 適切かつ確実に履行できる。

　 以上の理由により 、 上記事業者と 随意契約するも のである。

契 約 締 結 日 令和６ 年４ 月１ 日

契 約 金 額 １ ， ７ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円

担 当 課

契約の相手方

契約の相手方

の 選 定 理 由

[ 所 在 地 ]

[ 名 称 ]

[ 部 課 等 名 ]

[ 電 話 番 号 ]

１５１番 号

様式第77号（ 第161条関係）

給水Ｒ ６ 第１ 号　 上下水道局地図情報システムデータ 保守業務委託

令和６ 年度　 随意契約理由書

５



0034623

上下水道局　 水道課

０ ９ ８ ６ －２ ３ －４ ８ １ ０ （ 直通）

契 約 案 件 名

案 件 の 概 要

 　 都城市各地区簡易水道事業給水区域内（ 御池簡易水道事業給水区域

を除く ） に布設し てある水道管の漏水調査を行う 業務を委託するも の 

 

 

予 定 金 額 ３ ， ２ ０ １ ， ０ ０ ０ 円

都城市下川東三丁目３ ２ ３ ８ 番地２

都城管工事協同組合

地方公営企業法施行令第２ １ 条の１ ３ 第１ 項第２ 号該当

　 水道管の漏水調査は、 特殊な業務であり 、 市内において調査に必要な

機器及び技術者を 有する事業者は、 上記組合のみである。

　 現在、 同組合と は、 給配水管等修繕単価契約も 締結し ているこ と によ

り 、 本件の契約と 組み合わせるこ と で、 漏水発見から 漏水修繕業務まで

と いう 、 貴重な水資源の確保のための漏水防止体制が構築できる。 　

　 以上の理由により 、 上記組合と 随意契約するも のである。

契 約 締 結 日 令和６ 年４ 月１ 日

契 約 金 額 ３ ， １ ９ ０ ， ０ ０ ０ 円

担 当 課

契約の相手方

契約の相手方

の 選 定 理 由

[ 所 在 地 ]

[ 名 称 ]

[ 部 課 等 名 ]

[ 電 話 番 号 ]

１５２番 号

様式第77号（ 第161条関係）

簡水都城R6第1号　 漏水調査業務委託

令和６ 年度　 随意契約理由書

６



0034625

上下水道局　 水道課

０ ９ ８ ６ －２ ３ －４ ８ １ ０ （ 直通）

契 約 案 件 名

案 件 の 概 要

　 御池簡易水道事業給水区域内に布設し てある水道管の漏水調査を行う

業務を委託するも の

予 定 金 額 １ ， １ ６ ９ ， ３ ０ ０ 円

都城市下川東三丁目３ ２ ３ ８ 番地２

都城管工事協同組合

地方公営企業法施行令第２ １ 条の１ ３ 第１ 項第２ 号該当

　 水道管の漏水調査は、 特殊な業務であり 、 市内において調査に必要な

機器及び技術者を 有する事業者は、 上記組合のみである。

　 現在、 同組合と は、 給配水管等修繕単価契約も 締結し ているこ と によ

り 、 本件の契約と 組み合わせるこ と で、 漏水発見から 漏水修繕業務まで

と いう 、 貴重な水資源の確保のための漏水防止体制が構築できる。 　

　 以上の理由により 、 上記組合と 随意契約するも のである。

契 約 締 結 日 令和６ 年４ 月１ 日

契 約 金 額 １ ， １ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円

担 当 課

契約の相手方

契約の相手方

の 選 定 理 由

[ 所 在 地 ]

[ 名 称 ]

[ 部 課 等 名 ]

[ 電 話 番 号 ]

１５３番 号

様式第77号（ 第161条関係）

簡水御池R6第1号　 漏水調査業務委託

令和６ 年度　 随意契約理由書

７



0036135

上下水道局　 水道課

２ ３ －４ ２ ７ ０ （ 直通）

契 約 案 件 名
簡建山之口R6第1号　 日豊本線　 山之口・ 餅原間378k850付近（ 花ノ 木踏

切） 水道管布設工事委託

案 件 の 概 要

　 山之口統合整備事業に伴い日豊本線　 山之口・ 餅原間378k850付近に

ある花ノ 木踏切の下に水道配水管を布設横断さ せる推進工事を 九州旅客

鉄道株式会社に委託するも の。

予 定 金 額 ８ ７ ， ３ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円

福岡市博多区博多駅前三丁目２ ５ 番２ １ 号

九州旅客鉄道株式会社　 代表取締役社長　 古宮　 洋二

地方公営企業法施行令第２ １ 条の１ ３ 第１ 項第２ 号該当

　 本件の履行に当たっ ては、 上記事業者が管理する鉄道軌道敷地内で工

事を 行う 必要がある。 また、 鉄道施設内の工事にあたっ ては、 鉄道に関

する技術上の基準を定める省令及びこ れら に準じ る鉄道事業者の諸基準

により 実施する必要があり 、 鉄道施設に関する専門的な知識を有し たも

のが工事管理を行わなければなら ない。

　 こ のため、 上記要件を満たし 、 本業務を確実に履行できる事業者は上

記事業者のみであり 、 かつ、 鉄道側の運転保安上、 施設の維持管理上の

観点から も 同事業者が施行するこ と が適し ている。

　 以上の理由により 、 上記事業者と 随意契約するも のである。

契 約 締 結 日 令和６ 年４ 月２ ５ 日

契 約 金 額 ８ ７ ， ３ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円

担 当 課

契約の相手方

契約の相手方

の 選 定 理 由

[ 所 在 地 ]

[ 名 称 ]

[ 部 課 等 名 ]

[ 電 話 番 号 ]

３１５番 号

様式第77号（ 第161条関係）

令和６ 年度　 随意契約理由書

８



0036183

上下水道局　 下水道課

０ ９ ８ ６ －２ ３ －５ ９ ２ １ （ 直通）

契 約 案 件 名
農集処理場R6第2号　 安久地区No. 1曝気撹拌装置ガイド パイプ修繕

案 件 の 概 要

安久地区農業集落排水施設No. 1回分槽の曝気撹拌装置ガイ ド パイ プ用コ

ネク ショ ンを修繕するも の。

予 定 金 額 ２ ， ４ ３ １ ， ０ ０ ０ 円

都城市吉尾町２ １ ５ ９ 番地

株式会社都城北諸地区清掃公社　

地方公営企業法施行令第２ １ 条の１ ３ 第１ 項第５ 号該当

　 安久地区農業集落排水施設No. 1回分槽において、 曝気撹拌装置を据え

付けるためのガイ ド パイ プがあり 、 ガイ ド パイ プを固定するためのコ ネ

ク ショ ンが経年劣化に伴い破損し 、 曝気撹拌装置がガイ ド パイ プから 外

れているため、 曝気撹拌の処理を行えない状況にある。

　 こ の状況が長期に及ぶと 、 回分槽内の汚泥撹拌を均一に行う こ と が出

来ず、 水質悪化に繋がる恐れがあり 、 公衆衛生を確保するためにも 早急

な対応が必要である。 また、 槽内には処理時に汚水を処理する設備や機

器が常設し ているため、 修繕時に設備及び機器の運転調整が必要と な

る。

　 こ の点、 上記事業者は、 当該処理場の維持管理を受託し ており 、 日常

的に点検・ 整備等を行っ ているため、 設備及び機器の構造や運転管理に

ついて十分に熟知し ている。 また、 上記事業者は同様の修繕を行っ た実

績も あり 、 安全で早急な業務執行が可能である。

　 以上の理由により 、 上記事業者と 随意契約するも のである。

契 約 締 結 日 令和６ 年５ 月７ 日

契 約 金 額 ２ ， ４ ２ ０ ， ０ ０ ０ 円

担 当 課

契約の相手方

契約の相手方

の 選 定 理 由

[ 所 在 地 ]

[ 名 称 ]

[ 部 課 等 名 ]

[ 電 話 番 号 ]

３１７番 号

様式第77号（ 第161条関係）

令和６ 年度　 随意契約理由書

９



0035821

上下水道局　 水道課

２ ３ －４ ２ ７ ０ （ 直通）

契 約 案 件 名

案 件 の 概 要

本市が管理する給水区域内の水道管の漏水リ スク を解析し 、 漏水調査を

優先的に実施すべき箇所をラ ンク 付けするこ と で、 音聴調査の迅速化を

図ると と も に、 漏水による事故防止や有収率の向上を目的と し て、 漏水

リ スク 評価業務を委託するも の。

予 定 金 額 １ １ ， ３ ７ ４ ， ０ ０ ０ 円

東京都中央区日本橋一丁目４ 番１ 号　 日本橋一丁目三井ビ
ルディ ング

株式会社　 天地人

地方公営企業法施行令第２ １ 条の１ ３ 第１ 項第２ 号該当

　 本業務は、 本市が提供する水道管の管路情報や漏水履歴等のデータ を

元に、 人工衛星から 取得し た気象情報や地形情報を組み合わせ、 機械学

習（ AI ） を 活用し てリ スク 評価を行い、 漏水調査を優先的に実施すべき

箇所をラ ンク 付けし て音聴調査の迅速化を図り 、 効率的に漏水調査を 実

施するも のである。

　 本業務の履行に当たっ ては、 人工衛星から 取得するデータ や評価手法

について十分な知識や実績が必要であるが、 上記事業者は、 JAXA（ 宇宙

航空研究開発機構） が持つ知的財産や知見を利用し て事業を行える企業

と し て認定さ れており 、 気象情報や地形情報等、 複数の衛星から 情報を

取得し 、 漏水リ スク の評価を行えるのは日本国内で同事業者だけであ

る。

　 また、 上記事業者が実施する衛星データ を用いた漏水リ スク 評価は、

約１ ０ ０ メ ート ル四方で行う こ と ができ、 漏水調査をすべき 範囲を絞る

こ と ができ るため、 漏水の早期発見が期待でき、 漏水による事故防止や

有収率の向上を図るこ と ができる。

　 以上の理由により 、 上記事業者と 随意契約するも のである。

契 約 締 結 日 令和６ 年５ 月１ ０ 日

契 約 金 額 １ １ ， ３ ７ ４ ， ０ ０ ０ 円

担 当 課

契約の相手方

契約の相手方

の 選 定 理 由

[ 所 在 地 ]

[ 名 称 ]

[ 部 課 等 名 ]

[ 電 話 番 号 ]

３０４番 号

様式第77号（ 第161条関係）

配水R６ 第３ 号　 管路劣化に伴う 漏水リ スク 評価業務委託

令和６ 年度　 随意契約理由書

１０



0036446

上下水道局　 下水道課

０ ９ ８ ６ －２ ３ －５ ９ ２ １ （ 直通）

契 約 案 件 名

案 件 の 概 要

　 都島排水樋管新設工事について、 河川管理者である国土交通省と 委託

契約を行う も のである。

予 定 金 額 １ ０ ７ ， １ ２ １ ， ３ ０ ０ 円

福岡市博多区博多駅東２ 丁目１ ０ ー７

国土交通省　 九州地方整備局

地方公営企業法施行令第２ １ 条の１ ３ 第１ 項第２ 号該当

　 樋管及びこ れに関連する護岸工事等の堤防開削を伴う 工事について

は、 堤防の重要性から 河川管理者が自ら 受託工事と し て施工するこ と が

原則である。

　 そのため、 岳之下排水区浸水対策事業による都島排水樋管新設工事に

ついて、 河川管理者である国土交通省と 随意契約を締結するも のであ

る。

契 約 締 結 日 令和６ 年５ 月２ ７ 日

契 約 金 額 １ ０ ７ ， １ ２ １ ， ３ ０ ０ 円

担 当 課

契約の相手方

契約の相手方

の 選 定 理 由

[ 所 在 地 ]

[ 名 称 ]

[ 部 課 等 名 ]

[ 電 話 番 号 ]

３４６番 号

様式第77号（ 第161条関係）

公共建補委Ｒ ６ 第３ 号　 大淀川都島排水樋管新設工事委託

令和６ 年度　 随意契約理由書

１１



0036172

上下水道局　 下水道課

０ ９ ８ ６ －２ ３ －５ ９ ２ １ （ 直通）

契 約 案 件 名
公共処理場Ｒ ６ 第７ 号　 都城浄化センタ ー汚泥供給ポンプ等イ ンバータ

盤修繕

案 件 の 概 要

都城浄化センタ ー汚泥供給ポンプ、 薬注ポンプ及び汚水ポンプのイ ン

バータ 盤が故障し ているため、 こ れを修繕するも の。

予 定 金 額 １ ０ ， ４ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円

大分市日岡１ 丁目３ 番２ ０ 号

株式会社　 明電エンジニアリ ング　 九州支店　 大分営業所

地方公営企業法施行令第２ １ 条の１ ３ 第１ 項第２ 号該当

　 都城浄化センタ ーの汚泥供給ポンプ、 薬品供給ポンプ及び汚水ポンプ

は、 イ ンバータ 盤から 電源を供給し ている。 イ ンバータ は、 計測設備等

の関連設備と 連動し 、 周波数を変動さ せるこ と により ポンプの送水量を

精密に制御する設備である。 ポンプの送水量を制御できない場合、 汚泥

処理設備や水処理設備への適切な送水が出来ず、 処理汚泥の性状や処理

水質に影響を及ぼすおそれがあるため、 早急な修繕が必要である。

　 イ ンバータ 盤は計測機器や他の電気盤と 密接に連動し て動作する構造

と なっ ているため、 本修繕は、 当該イ ンバータ 盤及び関連設備を設計・

設置し た株式会社明電舎の同グループ会社である上記事業者でなければ

確実な履行ができ ない。 また、 仮に他の事業者が本修繕を行っ た場合、

修繕後の性能保障が得ら れないおそれがある。

　 以上の理由により 、 上記業者と 随意契約するも のである。

契 約 締 結 日 令和６ 年５ 月２ ９ 日

契 約 金 額 １ ０ ， ３ ４ ０ ， ０ ０ ０ 円

担 当 課

契約の相手方

契約の相手方

の 選 定 理 由

[ 所 在 地 ]

[ 名 称 ]

[ 部 課 等 名 ]

[ 電 話 番 号 ]

３４７番 号

様式第77号（ 第161条関係）

令和６ 年度　 随意契約理由書

１２



0036166

上下水道局　 下水道課

２ ３ －５ ９ ２ １ （ 直通）

契 約 案 件 名

案 件 の 概 要

Ｏ Ｄ （ オキシデーショ ンディ ッ チ） 槽内を 曝気する装置について、 減速

機の交換を行う も の。

予 定 金 額 １ ８ ， ８ １ ０ ， ０ ０ ０ 円

福岡市中央区荒戸二丁目１ 番５ 号

月島ジェ イ テク ノ メ ンテサービス　 株式会社　 九州支店

地方公営企業法施行令第２ １ 条の１ ３ 第１ 項第２ 号該当

　 今回修繕を行う 曝気装置は、 Ｏ Ｄ （ オキシデーショ ンディ ッ チ） 槽内

の汚水を常に攪拌する設備であり 、 汚水を攪拌するこ と で微生物に酸素

を供給し 、 水質を 改善さ せるも のである。

　 当該設備は、 稼動から １ ０ 年以上が経過し ており 、 主要部品の劣化及

び消耗が著し く 修繕が必要である。

　 当該設備の減速機交換に当たっ ては、 交換する減速機部分と 既設の攪

拌機部分の接合位置の調整が必要であり 、 こ の調整は曝気装置の製造元

である上記事業者のみし か行う こ と ができ ない。

　 また、 仮に他の事業者が当該機器の交換を行っ た場合、 修繕後の性能

保証が得ら れないおそれがある。

　 以上の理由により 、 上記事業者と 随意契約するも のである。

契 約 締 結 日 令和６ 年５ 月２ ９ 日

契 約 金 額 １ ８ ， １ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円

担 当 課

契約の相手方

契約の相手方

の 選 定 理 由

[ 所 在 地 ]

[ 名 称 ]

[ 部 課 等 名 ]

[ 電 話 番 号 ]

３５７番 号

様式第77号（ 第161条関係）

公共処理場R6第8号　 高崎浄化センタ ーNo. 1-1曝気装置修繕

令和６ 年度　 随意契約理由書

１３



上下水道局　 下水道課

（ 直通）

契 約 案 件 名

案 件 の 概 要

　 雨水管理総合計画段階的対策計画において計画し た祝吉排水区におけ

るバイ パス管等の浸水対策について、 測量業務、 地質調査業務を 実施

し 、 基本設計及び詳細設計を行う も のである。

予 定 金 額 ９ ８ ， ８ ３ ０ ， ６ ０ ０ 円

宮崎市大字本郷南方３ ５ ８ ４ 番地１

株式会社　 日水コ ン　 宮崎事務所

地方公営企業法施行令第２ １ 条の１ ３ 第１ 項第５ ６ 号該当

　 本業務は、 祝吉排水区（ 下川東地区） の浸水対策工事を行う ために、

雨水管理総合計画段階的対策計画により 決定し た新設する雨水幹線及び

樋管について、 地質調査業務、 基本設計及び実施設計を実施するも ので

ある。

　 祝吉排水区（ 下川東地区） については、 令和４ 年９ 月18日の台風14号

により 、 大淀川が過去最高の水位まで上昇し 、 106件の家屋が床上浸水

するなど甚大な浸水被害を受け、 市民生活へ多大な影響を与えたこ と か

ら 、 再被害防止のために早急な対策の実施が急務である。

　 また、 令和７ 年度中の工事着手を目標に地元住民の方々と 協議を進め

ており 、 地質調査業務及び設計業務間の調整時間削減と 齟齬が生じ ない

よう に一業者による業務遂行と し 、 関係機関と の協議を円滑に行い、 設

計業務を迅速かつ的確に進め、 各業務を短時間の履行で完成さ せ、 工事

に着手し なければなら ない。

　 上記事業者は、 令和５ 年度の「 雨水管理総合計画段階的対策計画等策

定業務委託」 を受注し ており 、 本業務にかかる現地調査、 関係機関の計

画資料等の収集を 既に行っ ているため、 現地に精通し 、 本業務の内容を

熟知し ている。

　 また、 計画方針を十分に把握し ているこ と から 迅速に業務計画を作成

し たう えで関係機関と の協議を円滑かつ適切に進めるこ と ができるた

め、 他事業者に比較すると 約５ ヶ 月の工期短縮が見込まれるこ と から 、

早期の浸水対策工事への着手を可能にするこ と ができる。

　 こ のため、 安心安全な市民生活の早期確保、 工期短縮、 成果品品質確

保、 経費削減等の観点から 、 本業務を有利に進めら れる唯一の事業者で

ある。

以上の理由により 、 上記事業者と 随意契約を行う も のである。

※競争入札の場合　 設計額119, 186, 100円

担 当 課

契約の相手方

契約の相手方

の 選 定 理 由

[ 所 在 地 ]

[ 名 称 ]

[ 部 課 等 名 ]

[ 電 話 番 号 ]

３５２番 号

様式第77号（ 第161条関係）

公共建起委Ｒ ６ 第１ 号　 祝吉第１ 号雨水幹線バイ パス外　 設計業務委託

令和６ 年度　 随意契約理由書

１４



0036310

　 随意契約の場合　 設計額98, 830, 600円（ 差額20, 355, 500円）

契 約 締 結 日 令和６ 年５ 月３ ０ 日

契 約 金 額 ９ ８ ， ４ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円



0036672

上下水道局　 下水道課

０ ９ ８ ６ －２ ３ －５ ９ ２ １ （ 直通）

契 約 案 件 名

案 件 の 概 要

沖水第１ 号雨水幹線外３ 路線において、 雑草等により 流水機能を 阻害す

る箇所、 周辺地域の環境に支障を与える箇所及び、 隣接する道路の通行

車両や歩行者に支障と なる箇所の解消を図るため、 草刈を 行う も のであ

る。

予 定 金 額 ４ ， ５ １ ９ ， ９ ０ ０ 円

都城市五十町２ ２ ２ ９ 番地３

有限会社　 竹之下造園

地方公営企業法施行令第２ １ 条の１ ３ 第１ 項第８ 号該当

　 上記案件について、 ６ 者を 指名し 競争入札を執行し たと こ ろ、 ２ 回目

まで入札を 執行し たが落札者がなく 、 ３ 回目の入札においては、 上記事

業者以外の４ 者が辞退し たこ と から 不落随意契約によるこ と と し た。

　 入札参加業者のう ち見積合せ参加を希望し た者は、 上記事業者のみで

あっ たため、 同事業者から 見積書を徴し 、 随意契約するも のである。

契 約 締 結 日 令和６ 年６ 月１ ２ 日

契 約 金 額 ４ ， ５ １ ０ ， ０ ０ ０ 円

担 当 課

契約の相手方

契約の相手方

の 選 定 理 由

[ 所 在 地 ]

[ 名 称 ]

[ 部 課 等 名 ]

[ 電 話 番 号 ]

４１６番 号

様式第77号（ 第161条関係）

公共管渠R6第14号　 沖水第1号雨水幹線外3路線草刈業務委託

令和６ 年度　 随意契約理由書

１５



0036583

上下水道局　 下水道課

０ ９ ８ ６ －２ ３ －５ ９ ２ １ （ 直通）

契 約 案 件 名
公共処理場R6第13号　 都城市公共下水道に係る技術的援助（ 施設機能確

認） 業務委託

案 件 の 概 要

下水処理場の管理業務について、 包括的民間委託方式の管理受託者によ

る業務遂行が適切に行われているか否かを監視・ 評価する業務を 委託す

るも の

予 定 金 額 ４ ， ６ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円

東京都文京区湯島二丁目３ １ 番２ ７ 号

日本下水道事業団

地方公営企業法施行令第２ １ 条の１ ３ 第１ 項第２ 号該当

　 本市では、 下水処理場の管理業務について、 包括的民間委託方式を導

入し ている。 包括的民間委託方式においては、 管理受託者による業務遂

行の巧拙により 、 施設の機能及び寿命に大きな差が生じ 得る。

　 こ のため、 委託する監視・ 評価業務は、 下水道施設の管理に関する専

門的知識を 有し 、 公平・ 中立的な立場の者に実施し ても ら う 必要があ

る。

　 そこ で、 次に掲げる理由により 日本下水道事業団と 随意契約するも の

である。

　 （ １ ） 上記事業者は、 日本下水道事業団法に基づき、 下水道に関する

業務について地方公共団体を支援・ 代行する機関と し て設立さ れた唯一

の地方共同法人であるため、 本市の利益を優先し た業務履行が期待でき

るこ と 。

　 （ ２ ） 上記事業者は、 下水道法第22条の適用除外（ 下水道事業団法第

27条） と なっ ている唯一の法人であり 、 技術力、 経験等について高い評

価が法律上明確になっ ているこ と 。

　 （ ３ ） 豊富なデータ 及び実績を有し 、 より 経済的・ 効率的に事業を 進

めるこ と ができ、 計画、 設計、 建設、 事後点検、 維持管理、 多岐にわた

る業務のアフ タ ーケア等を行えるこ と 。

契 約 締 結 日 令和６ 年６ 月１ ４ 日

契 約 金 額 ４ ， ６ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円

担 当 課

契約の相手方

契約の相手方

の 選 定 理 由

[ 所 在 地 ]

[ 名 称 ]

[ 部 課 等 名 ]

[ 電 話 番 号 ]

３９１番 号

様式第77号（ 第161条関係）

令和６ 年度　 随意契約理由書

１６



0036167

上下水道局　 下水道課

０ ９ ８ ６ －２ ３ －５ ９ ２ １ （ 直通）

契 約 案 件 名

案 件 の 概 要

移動脱水車に設置さ れた機械及び脱水設備の修繕を行う も の。

予 定 金 額 ８ ， ５ ８ ０ ， ０ ０ ０ 円

福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目９ 番３ 号

石垣メ ンテナンス株式会社　 九州支店

地方公営企業法施行令第２ １ 条の１ ３ 第１ 項第２ 号該当

　 移動脱水車は、 山之口、 高城、 山田、 高崎及び三股の各浄化センタ ー

で発生し た汚泥を 脱水処理するための設備であり 、 平日は毎日稼動し て

いる。

　 今回修繕を行う 設備は、 貯留さ れた汚泥をスク リ ュ ーにて脱水を行

い、 堆肥化する設備であり 、 重要な設備である。

　 移動脱水車については、 機械・ 電気設備等を一括発注し ており 、 設備

を更新し た際の運転調整等は、 納入業者である上記業者し か行う こ と が

でき ない。

　 仮に他の事業者が修繕を行っ た場合、 設備が正常に動作し なかっ た際

に責任の所在が不明と なるほか、 移動脱水車全体の性能保証が得ら れな

い恐れがある。

　 以上の理由により 、 上記事業者と 随意契約するも のである。

契 約 締 結 日 令和６ 年６ 月２ ８ 日

契 約 金 額 ８ ， ４ １ ５ ， ０ ０ ０ 円

担 当 課

契約の相手方

契約の相手方

の 選 定 理 由

[ 所 在 地 ]

[ 名 称 ]

[ 部 課 等 名 ]

[ 電 話 番 号 ]

３７６番 号

様式第77号（ 第161条関係）

公共船団R6第1号　 移動脱水車スク リ ュ ー刃先外修繕

令和６ 年度　 随意契約理由書

１７


